
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もうすぐ節分ですね。「鬼は外！福は内！」と豆をまき、年の数だけ豆を食べると１年間病気になら

ないといわれています。暦の上ではもう春ですが“春は名のみの風の寒さや”の言葉どおり、まだまだ

朝の寒さが身にしみます。体を温めて体調を崩さないようにしたいですね。 

 

 １２月１５日（金）に「ハンセン病を正しく理解しましょう」と題して、ハンセン病問題人権

学習会講師の前田寿光さんに講演をしていただきました。 

 ハンセン病とは、かつて「らい病」と呼ばれていた感染症の一つです。症状が進むと失

明、顔が変形、手足に障がいが残るなどの症状がでます。当時は特効薬もなく、後遺症

として障害が残ってしまうためそれを見た人が偏見を持ち、感染症患者に対する見た

目への差別が生まれていきました。特に鳥取県は全ての感染者を捕え、療養所へ隔離

させ県内から一掃するという「無らい県運動」を全国で一番になるほど積極的に推し進

めていました。 

前田さんが見た療養所施設、長島愛生園には、感染者用と職員用に分けられた地域

や桟橋があり、火葬場や納骨堂、逃亡や傷害事件を起こした人を収容する監禁室もあ

りました。療養所とは名ばかりの一生そこから出られない収容所だったそうです。 

現在ハンセン病は、昭和１８年に薬が開発されたこともあり、早期に発見し、正しい治

療をすることで後遺症を残すことなく完治することができるようになりました。 

ようやく落ち着いてきたコロナ感染症による誹謗中傷や差別が繰り返されてきた現

実を目の当たりにして、私たちは二度と同じ過ちを繰り返さないために、ハンセン病がな

くなっても「ハンセン病問題」は正しく理解し続けなければならないと思いました。 

 

第５回 分かりやすいじんけんの話を開催しました。 

 何も知らなかったでは、 

済まされない！ 

 

2月 18日(日) 
9：30～11：30 

１回目は、「大人向け」！ 
内 容：つまみ細工でコサーチづくり♪ 

 

２回目は、「親子向け」！ 
内 容：イースターエッグづくり♪ 

3月 17日(日) 
10：00～11：00 

手作りレッスン『ままごとくらぶ』代表 

ハハイクガイド 講師  
野田 ゆりさん 

※お申込みは、ほくほくプラザまでお願いします。 

コサーチ…ブローチ以上コサージュ未満の意味 

「イースター」の学習もするよ！ 

参加費：８００円（材料費） 

定 員：２０名程度 

申込み：２月８日(木)まで 

参加費：一人３００円（材料費） 

定 員：２０組程度(小学生対象) 

申込み：３月４日(月)まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 木  

2 金  

3 土 ○児 「恵方巻を作ろう！」 

4 日 絵本の読み聞かせ会 

5 月 午前休館 

 6 火  

7 水  

8 木  

9 金  

10 土 習字教室 

11 日 建国記念の日／休館 

12 月 振替休日／休館 

13 火  

14 水  

15 木  

16 金 おしゃべりサロン 

17 土  

18 日 物作り体験「てとてとたいむ」 

19 月 午前休館 

20 火  

21 水  

22 木  

23 金 天皇誕生日／休館 

24 土 習字教室/○児 「ヒラメの養殖場へ行こう！」 

25 日  

26 月 午前休館 

 27 火  

28 水              

29 木

曜 

 
 

※行事の申し込みが終了している場合もあります。 

詳しくは、ほくほくプラザ（３７－４６７６）まで 

 

【お願い】ご不要になった子ども服やおもちゃ、 

ベビー用品があればお譲りください。 

 

✿どなたでもご参加いただけます♪ 

✣ ✣

 

自分も相手も尊重する人間関係を築くために 
52の自治会で「人権を学ぶ会」を実施 

 
今年度も人権を尊重するまちづくりを推進する取り組

みの一つとして、町民一人ひとりが学ぶことをきっかけ

として、“個性を認め合い、互いの心に寄りそうまち”を

めざして「人権を学ぶ会」が 9月 2日から 12月 3日に

かけて 52の自治会で開催されました。 

人権を学ぶ会を実施した 52 の自治会のうち、48 の自

治会で町推奨教材 DVD「話せてよかった」を視聴し、ア

ンコンシャスバイアス（無意識の思い込み）について学

習されました。 

 

～高い満足度の一方で～ 

参加者のアンケートでは、学習に満足した人が91％、

今後に活かせる学習になったという人が 89％、分かり

やすかったという人が 93％と、いずれも高い割合とな

っており、「人権を学ぶ会」が人権の学びを深める貴重

な機会となっています。 

一方、次回も参加したい人が 76％で前述した割合と 

比較してそれほど高い割合となっていないため、今後と

も、新たな参加者を増やし人権を学ぶきっかけにつなげ 

ていくことと同時に、継続した学びとしていく工夫や人

権を学ぶ会で取り上げるテーマと関連する団体等と連

携し、人権の取り組みの裾野を広げていくことを意識し

ながら、引き続き連携・啓発に努める必要があります。 

 

～参加者アンケートから～ 

「相手の事を思いやることが大切」、「家族にしても、

地域の人にしても話をすることで、お互いの思いの違

いを知り、話をすることで共感もできる。話し合いの大

切さを学びました。」などの感想をいただきました。 

人がそれぞれ持っている価値観の違いを認め、相手

を大切に思うことは人権の基本的な考え方であり、今

年度の学習内容が、自分の中にある思い込みに気づ

き、自分も相手も尊重することを改めて考えていただく

機会になったことが伺えます。 

 

「人権を学ぶ会」をきっかけに、自分も相手も尊重する

誰にもやさしい地域づくりを進めていきましょう。 


